
（２）既に要支援認定を持っている被保険者が介護申請を行った場合のケアプランの流れ

居宅：居宅介護支援事業所

包括：地域包括支援センター
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要支援２
旨の届出はサービス利用前までに包括で提出しているた
め、通常どおり認定審査会後、介護予防支援費の請求を
行う。

※「旨の届」とは、居宅サービス計画作成依頼（変更）届
出書並びに介護予防サービス計画作成・介護予防ケア
マネジメント依頼（変更）届出書のことを言う。

認定の見込 計画作成依頼届出 認定審査結果

　旨の届出はサービス利用前までに居宅が提出している
ため、通常どおり認定審査会後、居宅介護支援費の請求
を行う。

　①包括からの受託可能事業所の場合
旨の届出は居宅が提出しており、包括は暫定ケアプラン
作成に関わっていないが、居宅は被保険者の介護予防
サービス計画作成が可能なため申請日に遡った包括の
旨の届出を行う。
☆あくまでも、事前提出済みの届出との置き換えとして処
理。包括の旨の届は改めて提出が必要。
　②包括からの受託不可事業所の場合
旨の届出は居宅が提出しており、包括は暫定ケアプラン
作成に関わっていないうえ、包括からの受託不可である
ことから、居宅が被保険者の介護予防サービス計画をセ
ルフケアプランとして保険者へ提出する。

　旨の届出は包括で提出しており、居宅はケアプラン作
成に関わっていないため、包括が被保険者の居宅サービ
ス計画をセルフケアプランとして保険者へ提出する。
ただし、包括の一部委託事業所として、居宅が介護予防
サービスを作成していた場合は、認定申請日まで遡った
旨の届出を可能とする。
☆あくまでも、事前提出済みの旨の届出との置き換えと
して処理。居宅の旨の届は改めて提出が必要。


